
議案第   号 

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

  令和７年（２０２５年）１２月  日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和２年条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３４５，５００円 

２ ３８２，３００円 

３ ４３５，３００円 

４ ５０１，３００円 

５ ５６６，５００円 

６ ６４７，５００円 

７ ７６２，７００円 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宝塚市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（次項において「新条例」という。）の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宝塚市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 



議案第   号 

   宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第3号)新旧対照表 

現行 改正案 

(給与の特例) (給与の特例) 

第4条 第2条の規定により任期を定めて採用

された職員(以下「任期付職員」という。)

には、次の給料表を適用する。 

第4条 第2条の規定により任期を定めて採用

された職員(以下「任期付職員」という。)

には、次の給料表を適用する。 

表 （略） 表 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

 



都市経営会議資料

総務部給与労務課

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

　　改正内容

【本市の任期付職員の給与制度について】

　令和7年人事院勧告に準じて、市の一般職の任期付職員の給料月額を引き上げる。

　国家公務員においては、管理職手当相当額は俸給月額に含まれると解されていますが、宝塚市
においては、一般職の地方公務員であることから支給することとし、給料月額については国の俸給
月額から管理職手当相当額を除いた額としています。

※宝塚市において支給する手当の種類（斜字は国家公務員の場合は支給されないもの）
　地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職員特別
勤務手当、期末手当、勤勉手当

資料１ 宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正概要

国家公務員における同様の制度の任期付職員の給料月額等と宝塚市における給料月額
宝塚市

俸給月額 Ａ 管理職手当相当額 Ｂ 給料月額（Ａ－Ｂ）
１ ４０５，０００円 ５９，５００円 ３４５，５００円
２ ４５５，０００円 ７２，７００円 ３８２，３００円
３ ５０８，０００円 ７２，７００円 ４３５，３００円
４ ５７４，０００円 ７２，７００円 ５０１，３００円
５ ６５５，０００円 ８８，５００円 ５６６，５００円
６ ７６５，０００円 １１７，５００円 ６４７，５００円
７ ８９３，０００円 １３０，３００円 ７６２，７００円

号給
国家公務員


